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戸籍等への氏名の振り仮名記載について 

 

１ 制度概要 

    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一 

部を改正する法律」が令和５年６月９日に公布され、改正後の戸籍法等関連法が令和 

７年５月２６日（以下「施行日」といいます。）に施行されたことにより、戸籍、戸籍 

の附票、住民票及び住民票記載事項証明書（以下「戸籍等」といいます。）に氏名の振 

り仮名が記載されることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ２ 戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ及び本市のスケジュール 

(1) 施行日時点の戸籍在籍者に対し、本籍地の市区町村から仮の振り仮名に係る 

  通知書が送付されます。（国外在住者等を除く。） 

    (2) 施行日から令和８年５月２５日までに、「氏の振り仮名の届」又は「名の振り 

仮名の届」の届出をした者について、届出の内容に基づいて戸籍等に振り仮名 

が記載されます。 

 (3) 施行日から令和８年５月２５日までに、「氏の振り仮名の届」又は「名の振り 

仮名の届」の届出をしなかった者について、令和８年５月２６日以降、通知し 

た振り仮名が、戸籍等に職権にて順次記載されます。 

 

<振り仮名関連スケジュール> 

令和７年５月１５日   市ホームページにて制度説明ページ公開 

５月２６日   振り仮名制度施行日 「振り仮名の届出」受付開始 

６月 １日  市広報（６月 1日号）に掲載 

７月 ８日  「振り仮名にかかる通知書」順次配達開始 

令和８年５月２５日  振り仮名の届出受付終了。翌日以降、振り仮名の届出を 

しなかった者について職権にて戸籍等に記載。 

 

３ 振り仮名の届出について 

   届出人：【氏の振り仮名の届】筆頭者（筆頭者が除籍されている場合は、生存配偶者、 

同一戸籍内の子の順に届出することができる。） 

      【名の振り仮名の届】１５歳未満：親権者（法定代理人） 

                 １５歳以上の未成年者：本人又は親権者（法定代理人） 

                １８歳以上：本人 

   届出地：本籍地又は住所地の市区町村 

   届出の方法：窓口、郵送及びマイナポータル（オンラインでの届出） 

改正法により、戸籍等に氏名の振り仮名が記載される 

住民票に氏名の振り仮名が記載されることで、マイナンバーカードにも 

氏名の振り仮名が記載される（令和８年６月頃予定） 

 
マイナンバーカードを用いて氏名の振り仮名の公証が可能になる 

令和７年７月１８日開催 

全員協議会資料 

市民文化部市民課 
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４ 本市の送付件数 

   

内容 対象者数 基準日 備考 

人口 49,115 人 令和 7年 7 月 1 日 うち外国人 2,678 人 

本籍人 49,516 人 令和 7年 5 月 26 日  

本籍数 20,397 件 令和 7年 5 月 26 日  

通知書送付 

件数 
 24,446 通 令和 7年 5 月 26 日 

うち本市住所 

15,220 通（約 34,000 人） 

     

５ 振り仮名届出状況 

                          令和７年６月末時点 

 窓口 郵送 マイナポータル 

氏の振り仮名届   ３件 ０件 ３４件 

名の振り仮名届 ３件 ０件 ５１件 

合 計 ６件 ０件 ８５件 

 

６ 振り仮名の届出により公証された戸籍全部事項証明書(記載例） 


